
t= 3 ㎝ t= 5 ㎝
t= 4 ㎝ t= 10 ㎝
t= 12 ㎝ t= 30 ㎝
t= 40 ㎝ t= 25 ㎝
t= 11 ㎝

t= 3 ㎝ t= 10 ㎝
t= 10 ㎝ t= 20 ㎝

使用材料については、同等の再生材の利用も可能とする。（申請図面にその旨表示すること。）

復旧舗装断面と既設舗装断面との間に　成形目地材　を設置すること。

改良済み路線など、舗装構成が標準断面図と異なる場合は、担当者と協議のうえ復旧断面を決定すること。

○ ○

町 道 舗 装 復 旧 標 準 断 面 図 （令和元年8月1日以降適用）

影響幅 掘削幅 影響幅 影響幅 掘削幅 影響幅

□ 標準断面図Ａ １級及び２級町道 □ 標準断面図Ｂ そ の 他 町 道

表層工　（２層） 表層工　（１層）

上層路盤工 上層路盤工

凍上抑制層
1.2m以上

凍上抑制層
1.2m以上

埋戻 埋戻

成
形
目
地
材

成
形
目
地
材

※あくまで標準図であり施工場所により掘削及び影響幅が異なり
ますので、必ず担当者と協議すること。

※あくまで標準図であり施工場所により掘削及び影響幅が異なり
ますので、必ず担当者と協議すること。

50㎝～ 50㎝～ 40㎝～ 40㎝～

↑ ↑

掘削深 掘削深
下層路盤工 下層路盤工

上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 下層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40
下層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 凍上抑制層 路盤用砂

厚さ

表　層　工
⑤密粒度As(13F) 表　層　工 ⑤密粒度As(13F)
②密粒度As(13) 上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

層 使用材料 厚さ 層 使用材料

□ 標準断面図Ｃ 歩 道 □ 標準断面図Ｄ 砂 利 道

凍上抑制層 路盤用砂 埋　　　　戻 砂又は良質土
埋　　　　戻 砂又は良質土

10㎝ 10㎝
影響幅 掘削幅 影響幅 掘削幅

使用材料 厚さ

1.2m以上
1.2m以上

埋戻

○ ○

表層工　（１層）
上層路盤工

上層路盤工
下層路盤工

埋戻
掘削深

掘削深
↑
成
形
目
地
材

層 使用材料 厚さ 層
表　層　工 ⑦細粒度As(13F) 上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20 下層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

標準断面図Ｃ

　　　　　　　区分
断面図

0.5m以上　1.7m以下 0.5m以上　2.3m以下

0.4m以上　1.6m以下

0.1m以上　1.3m以下

0.4m以上　2.2m以下

【ａ】 【ｂ】
掘 削 部 分 の 端 か ら
舗 装 端 ま で の 距 離

掘 削 部 分 の 端 か ら 道 路 横 断
方 向 の 舗 装 目 地 ま で の 距 離

５．

３．

４．

２． 掘削部分の端から舗装端部（舗装目地）までの距離が下表の範囲内の場合は、舗装端部（舗装目地）までを
影響幅とする。

埋　　　　戻 砂又は良質土 埋　　　　戻 砂又は良質土

注 意 事 項

１．

標準断面図Ａ

標準断面図Ｂ

復旧舗装断面及び掘削深は標準断面図を基本とするが、横断掘削、縦断掘削、既設工作物、施工場所、設置する工
作物等の種別及び事業内容により影響部が異なるため、事前に担当者から路面復旧範囲の確認を必ずすること。



道路種別毎の影響幅算定資料

ｋ ： セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、1.4
アスファルト系舗装の道路にあつては、1.0

ｔ ： 掘削部分の路盤の厚さ

道路法施行規則

（埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分）

ｎ＝ｋ・ｔ
（この式においてｋ及びｔは、それぞれ次の値を表すものとする。
ｋ　セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇
ｔ　掘削部分の路盤の厚さ）

第四条の四の七 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分
及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線（掘削部分の
端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したｎの値以下である場合又はｎの値に一・二メートル
（道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル）を加えた値以上
である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がｎの値の直線）で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつ
ては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分につい
て行うものとする。

２ 道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削
前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削
前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。

上層 下層
t （路盤厚）

0.52
0.40

n

0.12 0.40
0.10 0.30

計
0.52
0.40

歩 道 1.0 0.10
標準断面図Ｂ
標準断面図Ａ

そ の 他 町 道

改め

0.50
0.40

道路端部方向 道路横断方向（舗装目地）
④=n ②=n+1.8 ⑥

0.50 以下 2.30 以上 ④以上⑤以下
②=n+1.2 ③

①以上②以下
①=n

0.50 以下 1.70
0.50 0.50 舗装端部まで

①以上②以下
0.40 0.40 舗装端部まで 0.40

①以上②以下 0.40

以上

適 用
道 路 種 別

上段：掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離
下段：影響幅

0.10 0.10 舗装端部まで

以上
0.50 0.50 舗装目地まで

1 級 及 び
2 級 町 道

そ の 他 町 道

歩 道

0.40 以下 1.60 以上

0.100.10 0.10

以下 2.20 以上 ④以上⑤以下
0.40 舗装目地まで

0.10 以下 1.30

標準断面図

1 級 及 び 2 級 町 道

適用道路種別

1.0
1.0

As
ｋ

n = k ・ t【nの算定】

標準断面図Ｃ

ｎ以下

ｎ＋1.2以上

ｎ以下

ｎ＋1.8以上
影響幅＝ｎ

ｎ以上 ｎ＋1.2以下

ｎ以上 ｎ＋1.8以下 影響幅＝舗装目地まで

影響幅＝ｎ

影響幅＝舗装端部まで

↑

舗装

目地
掘
削

ａ：掘削部分の端から舗装端までの距離

ｂ：掘削部分の端から道路横断方向の舗装目地までの距離
ａ

ｂ



t= 5 ㎝ t= 5 ㎝

t= 25 ㎝ t= 10 ㎝

t= 30 ㎝

使用材料については、同等の再生材の利用も可能とする。（申請図面にその旨表示すること。）

復旧舗装断面と既設舗装断面との間に　成形目地材　を設置すること。

町 道 舗 装 復 旧 標 準 断 面 図 （ 乗 入 ） （令和２年６月１日以降適用）

□ 標準断面図Ａ 乗 入 １ 種 □ 標準断面図Ｂ 乗 入 ２ 種 ・ ３ 種

20㎝～

※あくまで標準図であり施工場所により影響幅が異なりますの
で、必ず担当者と協議すること。

※あくまで標準図であり施工場所により影響幅が異なりますの
で、必ず担当者と協議すること。

影響幅 掘削幅 影響幅 影響幅 掘削幅 影響幅
10㎝～ 10㎝～ 20㎝～

表層工　（１層） 表層工　（１層）
↑

上層路盤工
↑

上層路盤工
成
形
目
地
材

成
形
目
地
材

砂又は同等の良
質土

下層路盤工

厚さ

砂又は同等の良
質土

層 使用材料 厚さ 層 使用材料

表　層　工 ⑤密粒度As(13F) 表　層　工 ⑤密粒度As(13F)

上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 上層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

注 意 事 項

下層路盤工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

１． 住宅及び共同住宅等の普通乗用車等が通行する場
合。

１． 農作業車両、店舗、駐車場、工場、倉庫等の大型、中
型車、農業用の車両が通行する場合。

※共同住宅は１０台以下の車両駐車場の場合のみ該
当。

２． 影響部については申請箇所ごとに異なるため、
担当者と協議を必ず行うこと。

２． 影響部については申請箇所ごとに異なるため、
担当者と協議を必ず行うこと。

１．

２． 掘削部分の端から舗装端部（舗装目地）までの距離が１．２ｍ以内に既存の絶縁線がある場合は、掘削部分
から絶縁線までまで復旧するものとし、クラック等がある場合は、個別協議とする。

３．

４． 復旧舗装断面及び掘削深は標準断面図を基本とするが、横断掘削、縦断掘削、既設工作物、施工場所、設置する工
作物等の種別及び事業内容により影響部が異なるため、事前に担当者から路面復旧範囲の確認を必ずすること。


